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新 旧 対 照 表 
○ 生 活 保 護 法 施 行 細 則 

 

改 正 後 改 正 前 
生 活 保 護 法 施 行 細 則 生 活 保 護 法 施 行 細 則 

平 成 二 年 三 月 三 十 一 日 

規 則 第 三 十 三 号 

平 成 二 年 三 月 三 十 一 日 

規 則 第 三 十 三 号 

 改 正 平 成 四 年 五 月 一 五 日 規 則 第

七 二 号 

平 成 六 年 八 月 三 〇 日 規 則 第

四 九 号 

  改 正 平 成 四 年 五 月 一 五 日 規 則 第

七 二 号 

平 成 六 年 八 月 三 〇 日 規 則 第

四 九 号 

 

   平 成 六 年 九 月 二 九 日 規 則 第

五 八 号 

平 成 一 三 年 三 月 三 〇 日 規 則 第

六 〇 号 

    平 成 六 年 九 月 二 九 日 規 則 第

五 八 号 

平 成 一 三 年 三 月 三 〇 日 規 則 第

六 〇 号 

 

   平 成 一 六 年 四 月 一 日 規 則 第

七 三 号 

平 成 一 七 年 三 月 二 九 日 規 則 第

四 六 号 

    平 成 一 六 年 四 月 一 日 規 則 第

七 三 号 

平 成 一 七 年 三 月 二 九 日 規 則 第

四 六 号 

 

   平 成 一 八 年 五 月 一 二 日 規 則 第

九 三 号 
平 成 一 九 年 三 月 三 〇 日 規 則 第

二 六 号 

    平 成 一 八 年 五 月 一 二 日 規 則 第

九 三 号 

平 成 一 九 年 三 月 三 〇 日 規 則 第

二 六 号 

 

   平 成 二 六 年 八 月 二 六 日 規 則 第

四 八 号 

平 成 二 七 年 一 二 月 四 日 規 則 第

六 五 号 

    平 成 二 六 年 八 月 二 六 日 規 則 第

四 八 号 

平 成 二 七 年 一 二 月 四 日 規 則 第

六 五 号 

 

   平 成 二 七 年 一 二 月 二 八 日 規 則 第

八 八 号 

平 成 三 〇 年 九 月 七 日 規 則 第

五 五 号 

    平 成 二 七 年 一 二 月 二 八 日 規 則 第

八 八 号 

平 成 三 〇 年 九 月 七 日 規 則 第

五 五 号 

 

   平 成 三 〇 年 一 二 月 二 八 日 規 則 第

六 七 号 

令 和 四 年 二 月 二 八 日 規 則 第

八 号 

    平 成 三 〇 年 一 二 月 二 八 日 規 則 第

六 七 号 

令 和 四 年 二 月 二 八 日 規 則 第

八 号 

 

生 活 保 護 法 施 行 細 則 生 活 保 護 法 施 行 細 則 

（ 趣 旨 ） （ 趣 旨 ） 

第 一 条 こ の 規 則 は 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 生 活 保 護 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 百 四 十 八

号 ） 及 び 生 活 保 護 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 厚 生 省 令 第 二 十 一 号 。 以 下 「 施

行 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 
第 一 条 こ の 規 則 は 、 生 活 保 護 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 百 四 十 四 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。 ） の 施 行 に 関 し 、 生 活 保 護 法 施 行 令 （ 昭 和 二 十 五 年 政 令 第 百 四 十 八

号 ） 及 び 生 活 保 護 法 施 行 規 則 （ 昭 和 二 十 五 年 厚 生 省 令 第 二 十 一 号 。 以 下 「 施

行 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。 

（ 定 義 ） （ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 規 則 に お い て 「 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 」 と は 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二

十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 五 項 に 規 定 す る 事 務 を つ か さ ど る 県 が 設

置 し た 健 康 福 祉 セ ン タ ー の 長 を い う 。 

第 二 条 こ の 規 則 に お い て 「 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 」 と は 、 社 会 福 祉 法 （ 昭 和 二

十 六 年 法 律 第 四 十 五 号 ） 第 十 四 条 第 五 項 に 規 定 す る 事 務 を つ か さ ど る 県 が 設

置 し た 健 康 福 祉 セ ン タ ー の 長 を い う 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 三 年 規 則 六 〇 号 ・ 一 六 年 七 三 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 三 年 規 則 六 〇 号 ・ 一 六 年 七 三 号 〕 

（ 保 護 開 始 申 請 書 等 ） （ 保 護 開 始 申 請 書 等 ） 

第 三 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 書 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も 第 三 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 書 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も
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の と す る 。 の と す る 。 
一 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 保 護 開 始 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様

式 ） 

一 法 第 二 十 四 条 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 保 護 開 始 申 請 書 （ 別 記 第 一 号 様

式 ） 

二 法 第 二 十 四 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 保

護 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 二 号 様 式 ） 

二 法 第 二 十 四 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 同 条 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 保

護 変 更 申 請 書 （ 別 記 第 二 号 様 式 ） 

２ 前 項 第 一 号 に 規 定 す る 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。 

２ 前 項 第 一 号 に 規 定 す る 申 請 書 に は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 し な け れ

ば な ら な い 。 

一 資 産 申 告 書 （ 別 記 第 三 号 様 式 ） 一 資 産 申 告 書 （ 別 記 第 三 号 様 式 ） 

二 収 入 申 告 書 （ 別 記 第 四 号 様 式 ） 二 収 入 申 告 書 （ 別 記 第 四 号 様 式 ） 

三 同 意 書 （ 別 記 第 五 号 様 式 ） 三 同 意 書 （ 別 記 第 五 号 様 式 ） 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 そ の 他 の 保 護 の 決 定 に 関 し

必 要 と 認 め る 書 類 を 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 申 請 書 に 添 付 さ せ る こ と が で き

る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類 そ の 他 の 保 護 の 決 定 に 関 し

必 要 と 認 め る 書 類 を 第 一 項 各 号 に 規 定 す る 申 請 書 に 添 付 さ せ る こ と が で き

る 。 

一 給 与 証 明 書 （ 別 記 第 六 号 様 式 ） 一 給 与 証 明 書 （ 別 記 第 六 号 様 式 ） 

二 家 賃 、 地 代 等 の 額 を 証 す る 書 類 二 家 賃 、 地 代 等 の 額 を 証 す る 書 類 

三 住 宅 補 修 計 画 書 （ 別 記 第 七 号 様 式 ） 三 住 宅 補 修 計 画 書 （ 別 記 第 七 号 様 式 ） 

四 生 業 計 画 書 （ 別 記 第 八 号 様 式 ） 四 生 業 計 画 書 （ 別 記 第 八 号 様 式 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 三 号 ・ 二 六 年 四 八 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 三 号 ・ 二 六 年 四 八 号 〕 

（ 保 護 決 定 通 知 書 等 の 様 式 ） （ 保 護 決 定 通 知 書 等 の 様 式 ） 

第 四 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 面 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も の

と す る 。 

第 四 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 面 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も の

と す る 。 

一 法 第 二 十 四 条 第 三 項 （ 同 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び

法 第 二 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 面 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 定 め る 様 式 

一 法 第 二 十 四 条 第 三 項 （ 同 条 第 九 項 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） 及 び

法 第 二 十 五 条 第 二 項 に 規 定 す る 書 面 次 に 掲 げ る 区 分 に 応 じ 定 め る 様 式 

イ 保 護 の 開 始 又 は 変 更 を 要 す る と 決 定 し た 場 合 保 護 決 定 通 知 書 （ 別 記

第 九 号 様 式 ） 

イ 保 護 の 開 始 又 は 変 更 を 要 す る と 決 定 し た 場 合 保 護 決 定 通 知 書 （ 別 記

第 九 号 様 式 ） 

ロ 保 護 を 要 し な い と 決 定 し た 場 合 保 護 申 請 却 下 通 知 書 （ 別 記 第 十 号 様

式 ） 

ロ 保 護 を 要 し な い と 決 定 し た 場 合 保 護 申 請 却 下 通 知 書 （ 別 記 第 十 号 様

式 ） 

二 法 第 二 十 六 条 に 規 定 す る 書 面 保 護 停 止 （ 廃 止 ） 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 十

一 号 様 式 ） 

二 法 第 二 十 六 条 に 規 定 す る 書 面 保 護 停 止 （ 廃 止 ） 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 十

一 号 様 式 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 二 六 年 規 則 四 八 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 二 六 年 規 則 四 八 号 〕 

（ 検 診 命 令 書 等 ） （ 検 診 命 令 書 等 ） 

第 五 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 要 保 護 者 に

対 し 検 診 を 受 け る べ き 旨 を 命 ず る と き は 、 検 診 命 令 書 （ 別 記 第 十 二 号 様 式 ）

を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

第 五 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 要 保 護 者 に

対 し 検 診 を 受 け る べ き 旨 を 命 ず る と き は 、 検 診 命 令 書 （ 別 記 第 十 二 号 様 式 ）

を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 
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２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 検 診 を 受 け る べ

き 旨 を 命 じ ら れ た 要 保 護 者 の 検 診 を 行 う こ と と な る 医 療 機 関 に 対 し 、 検 診

書 ・ 検 診 料 請 求 書 （ 別 記 第 十 三 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 八 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 検 診 を 受 け る べ

き 旨 を 命 じ ら れ た 要 保 護 者 の 検 診 を 行 う こ と と な る 医 療 機 関 に 対 し 、 検 診

書 ・ 検 診 料 請 求 書 （ 別 記 第 十 三 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 三 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 三 号 〕 

（ 扶 養 届 出 書 等 ） （ 扶 養 届 出 書 等 ） 

第 六 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 要 保 護 者 の 扶 養 義 務 者 に 対 し 扶 養 義 務 の 履 行

に つ い て 照 会 す る と き は 、 扶 養 届 出 書 （ 別 記 第 十 四 号 様 式 ） を 交 付 し て 行 う

も の と す る 。 

第 六 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 要 保 護 者 の 扶 養 義 務 者 に 対 し 扶 養 義 務 の 履 行

に つ い て 照 会 す る と き は 、 扶 養 届 出 書 （ 別 記 第 十 四 号 様 式 ） を 交 付 し て 行 う

も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 八 項 の 規 定 に よ り 扶 養 義 務 者 に 対

し 通 知 す る と き は 、 保 護 開 始 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 十 四 号 様 式 の 二 ） を 交 付 し

て 行 う も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 四 条 第 八 項 の 規 定 に よ り 扶 養 義 務 者 に 対

し 通 知 す る と き は 、 保 護 開 始 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 十 四 号 様 式 の 二 ） を 交 付 し

て 行 う も の と す る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 扶 養 義 務 者 に 対

し 、 扶 養 義 務 を 履 行 し な い 理 由 に つ い て 報 告 を 求 め る と き は 、 報 告 依 頼 書 （ 別

記 第 十 四 号 様 式 の 三 ） を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 二 十 八 条 第 二 項 の 規 定 に よ り 扶 養 義 務 者 に 対

し 、 扶 養 義 務 を 履 行 し な い 理 由 に つ い て 報 告 を 求 め る と き は 、 報 告 依 頼 書 （ 別

記 第 十 四 号 様 式 の 三 ） を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 三 号 ・ 二 六 年 四 八 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 一 六 年 規 則 七 三 号 ・ 二 六 年 四 八 号 〕 

（ 生 活 保 護 法 医 療 券 等 ） （ 生 活 保 護 法 医 療 券 等 ） 

第 七 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 医 療 扶 助 の 現 物 給 付 を 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

第 七 条 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 医 療 扶 助 の 現 物 給 付 を 次 の 各 号 に 掲 げ る 書 類

を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

一 生 活 保 護 法 医 療 券 ・ 調 剤 券 （ 別 記 第 十 五 号 様 式 ） 一 生 活 保 護 法 医 療 券 ・ 調 剤 券 （ 別 記 第 十 五 号 様 式 ） 

二 生 活 保 護 法 治 療 材 料 券 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 ） 二 生 活 保 護 法 治 療 材 料 券 （ 別 記 第 十 六 号 様 式 ） 

三 生 活 保 護 法 施 術 券 （ 別 記 第 十 七 号 様 式 ） 三 生 活 保 護 法 施 術 券 （ 別 記 第 十 七 号 様 式 ） 

四 生 活 保 護 法 に よ る 施 術 費 給 付 承 認 書 （ 別 記 第 十 八 号 様 式 ） 四 生 活 保 護 法 に よ る 施 術 費 給 付 承 認 書 （ 別 記 第 十 八 号 様 式 ） 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 介 護 扶 助 の 現 物 給 付 を 生 活 保 護 法 介 護 券 （ 別 記 第

十 九 号 様 式 ） を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 介 護 扶 助 の 現 物 給 付 を 生 活 保 護 法 介 護 券 （ 別 記 第

十 九 号 様 式 ） を 交 付 し て 行 う も の と す る 。 

一 部 改 正 〔 平 成 四 年 規 則 七 二 号 ・ 一 三 年 六 〇 号 ・ 一 六 年 七 三 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 四 年 規 則 七 二 号 ・ 一 三 年 六 〇 号 ・ 一 六 年 七 三 号 〕 

（ 申 請 書 、 届 出 書 等 の 様 式 ） （ 申 請 書 、 届 出 書 等 の 様 式 ） 

第 八 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 、 届 出 そ の 他 の 行 為 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る 書 類 を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 
第 八 条 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 、 届 出 そ の 他 の 行 為 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定

め る 書 類 を 提 出 し て 行 わ な け れ ば な ら な い 。 

一 法 第 四 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 保 護 施 設 変 更 認 可 申 請 書

（ 別 記 第 二 十 号 様 式 ） 

一 法 第 四 十 一 条 第 五 項 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 保 護 施 設 変 更 認 可 申 請 書

（ 別 記 第 二 十 号 様 式 ） 

二 法 第 四 十 二 条 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 保 護 施 設 休 止 （ 廃 止 ） 認 可 申 請

書 （ 別 記 第 二 十 一 号 様 式 ） 

二 法 第 四 十 二 条 の 規 定 に よ る 認 可 の 申 請 保 護 施 設 休 止 （ 廃 止 ） 認 可 申 請

書 （ 別 記 第 二 十 一 号 様 式 ） 

三 法 第 四 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 利 用 被 保 護 者 状 況 変 動 届 出 書

（ 別 記 第 二 十 二 号 様 式 ） 

三 法 第 四 十 八 条 第 四 項 の 規 定 に よ る 届 出 利 用 被 保 護 者 状 況 変 動 届 出 書

（ 別 記 第 二 十 二 号 様 式 ） 
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四 法 第 六 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 生 計 状 況 等 変 動 届 出 書 （ 別 記 第 二 十 三

号 様 式 ） 

四 法 第 六 十 一 条 の 規 定 に よ る 届 出 生 計 状 況 等 変 動 届 出 書 （ 別 記 第 二 十 三

号 様 式 ） 
五 法 第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 出 徴 収 金 等 支 払 申

出 書 （ 別 記 第 二 十 三 号 様 式 の 二 ） 

五 法 第 七 十 八 条 の 二 第 一 項 又 は 第 二 項 の 規 定 に よ る 申 出 徴 収 金 等 支 払 申

出 書 （ 別 記 第 二 十 三 号 様 式 の 二 ） 

２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 書 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も の と

す る 。 

２ 次 の 各 号 に 掲 げ る 申 請 書 は 、 そ れ ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る 様 式 に よ る も の と

す る 。 

一 施 行 規 則 第 一 条 第 五 項 に 規 定 す る 申 請 書 葬 祭 扶 助 申 請 書 （ 別 記 第 二 十

四 号 様 式 ） 

一 施 行 規 則 第 一 条 第 五 項 に 規 定 す る 申 請 書 葬 祭 扶 助 申 請 書 （ 別 記 第 二 十

四 号 様 式 ） 

二 法 第 四 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 書 保 護 施 設 設 置 認 可 申 請 書 （ 別 記

第 二 十 五 号 様 式 ） 

二 法 第 四 十 一 条 第 二 項 に 規 定 す る 申 請 書 保 護 施 設 設 置 認 可 申 請 書 （ 別 記

第 二 十 五 号 様 式 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 四 九 号 ・ 一 三 年 六 〇 号 ・ 二 六 年 四 八 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 六 年 規 則 四 九 号 ・ 一 三 年 六 〇 号 ・ 二 六 年 四 八 号 〕 

（ 就 労 自 立 給 付 金 申 請 書 等 ） （ 就 労 自 立 給 付 金 申 請 書 等 ） 

第 九 条 施 行 規 則 第 十 八 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、 就 労 自 立 給 付 金 申

請 書 （ 別 記 第 二 十 六 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。 

第 九 条 施 行 規 則 第 十 八 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、 就 労 自 立 給 付 金 申

請 書 （ 別 記 第 二 十 六 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 就 労 自 立 給

付 金 の 支 給 を 決 定 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 就 労 自 立 給 付 金 支 給 決 定 通 知

書 （ 別 記 第 二 十 七 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 就 労 自 立 給

付 金 の 支 給 を 決 定 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 就 労 自 立 給 付 金 支 給 決 定 通 知

書 （ 別 記 第 二 十 七 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 就 労 自 立 給

付 金 の 支 給 の 申 請 を 却 下 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 就 労 自 立 給 付 金 支 給 申

請 却 下 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 八 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 四 第 一 項 の 規 定 に よ る 就 労 自 立 給

付 金 の 支 給 の 申 請 を 却 下 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 就 労 自 立 給 付 金 支 給 申

請 却 下 通 知 書 （ 別 記 第 二 十 八 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

追 加 〔 平 成 二 六 年 規 則 四 八 号 〕 追 加 〔 平 成 二 六 年 規 則 四 八 号 〕 

（ 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金 申 請 書 等 ） （ 進 学 準 備 給 付 金 申 請 書 等 ） 

第 十 条 施 行 規 則 第 十 八 条 の 九 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、 進 学 ・ 就 職 準 備 給

付 金 申 請 書 （ 別 記 第 二 十 九 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。 

第 十 条 施 行 規 則 第 十 八 条 の 九 第 一 項 に 規 定 す る 申 請 書 は 、 進 学 準 備 給 付 金 申

請 書 （ 別 記 第 二 十 九 号 様 式 ） に よ る も の と す る 。 

２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 進 学 ・ 就 職

準 備 給 付 金 の 支 給 を 決 定 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 進 学 ・ 就 職 準 備 給 付 金

支 給 決 定 通 知 書 （ 別 記 第 三 十 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 
２ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 進 学 準 備 給

付 金 の 支 給 を 決 定 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 進 学 準 備 給 付 金 支 給 決 定 通 知

書 （ 別 記 第 三 十 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 進 学 ・ 就 職

準 備 給 付 金 の 支 給 の 申 請 を 却 下 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 進 学 ・ 就 職 準 備

給 付 金 支 給 申 請 却 下 通 知 書 （ 別 記 第 三 十 一 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す

る 。 

３ 健 康 福 祉 セ ン タ ー 長 は 、 法 第 五 十 五 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ る 進 学 準 備 給

付 金 の 支 給 の 申 請 を 却 下 し た と き は 、 申 請 者 に 対 し 、 進 学 準 備 給 付 金 支 給 申

請 却 下 通 知 書 （ 別 記 第 三 十 一 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。 

追 加 〔 平 成 三 〇 年 規 則 五 五 号 〕 追 加 〔 平 成 三 〇 年 規 則 五 五 号 〕 

附 則 附 則 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 
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１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 二 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 
（ 千 葉 県 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 廃 止 ） （ 千 葉 県 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 廃 止 ） 

２ 千 葉 県 生 活 保 護 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 七 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 二 号 ） は 、 廃

止 す る 。 

２ 千 葉 県 生 活 保 護 法 施 行 細 則 （ 昭 和 三 十 七 年 千 葉 県 規 則 第 四 十 二 号 ） は 、 廃

止 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 廃 止 前 の 千 葉 県 生 活 保 護 法 施 行 細

則 （ 以 下 「 廃 止 前 の 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て い る 通 知 書 等

は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り 交 付 さ れ た も の と み な す 。 

３ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に こ の 規 則 に よ る 廃 止 前 の 千 葉 県 生 活 保 護 法 施 行 細

則 （ 以 下 「 廃 止 前 の 規 則 」 と い う 。 ） の 規 定 に よ り 交 付 さ れ て い る 通 知 書 等

は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り 交 付 さ れ た も の と み な す 。 

４ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 規 則 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 申 請 書

等 は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り 提 出 さ れ た も の と み な す 。 

４ こ の 規 則 の 施 行 の 際 現 に 廃 止 前 の 規 則 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ て い る 申 請 書

等 は 、 こ の 規 則 の 相 当 規 定 に よ り 提 出 さ れ た も の と み な す 。 

５ こ の 規 則 の 施 行 前 に 廃 止 前 の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の 規 則

の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

５ こ の 規 則 の 施 行 前 に 廃 止 前 の 規 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用 紙 は 、 こ の 規 則

の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 四 年 五 月 十 五 日 規 則 第 七 十 二 号 ） 附 則 （ 平 成 四 年 五 月 十 五 日 規 則 第 七 十 二 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 整 し

た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

て 使 用 す る こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 整 し

た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

て 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 六 年 八 月 三 十 日 規 則 第 四 十 九 号 ） 附 則 （ 平 成 六 年 八 月 三 十 日 規 則 第 四 十 九 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 六 年 九 月 二 十 九 日 規 則 第 五 十 八 号 ） 附 則 （ 平 成 六 年 九 月 二 十 九 日 規 則 第 五 十 八 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 六 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 六 年 十 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 規 則 第 六 十 号 ） 附 則 （ 平 成 十 三 年 三 月 三 十 日 規 則 第 六 十 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製 し

た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

て 使 用 す る こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製 し

た 用 紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 の 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し

て 使 用 す る こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 七 十 三 号 ） 附 則 （ 平 成 十 六 年 四 月 一 日 規 則 第 七 十 三 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 
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２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用

紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用

紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 
附 則 （ 平 成 十 七 年 三 月 二 十 九 日 規 則 第 四 十 六 号 ） 附 則 （ 平 成 十 七 年 三 月 二 十 九 日 規 則 第 四 十 六 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 十 八 年 五 月 十 二 日 規 則 第 九 十 三 号 ） 附 則 （ 平 成 十 八 年 五 月 十 二 日 規 則 第 九 十 三 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用

紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 前 に 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製 し た 用

紙 は 、 こ の 規 則 の 施 行 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る

こ と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 規 則 第 二 十 六 号 ） 附 則 （ 平 成 十 九 年 三 月 三 十 日 規 則 第 二 十 六 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 十 九 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 六 年 八 月 二 十 六 日 規 則 第 四 十 八 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 六 年 八 月 二 十 六 日 規 則 第 四 十 八 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 六 年 九 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製

し た 用 紙 は 、 同 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製

し た 用 紙 は 、 同 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 四 日 規 則 第 六 十 五 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 四 日 規 則 第 六 十 五 号 ） 

こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 二 十 八 日 規 則 第 八 十 八 号 ） 附 則 （ 平 成 二 十 七 年 十 二 月 二 十 八 日 規 則 第 八 十 八 号 ） 

（ 施 行 期 日 ） （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 １ こ の 規 則 は 、 平 成 二 十 八 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） （ 経 過 措 置 ） 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製

し た 用 紙 は 、 同 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

２ こ の 規 則 の 施 行 の 日 前 に 、 改 正 前 の 生 活 保 護 法 施 行 細 則 の 規 定 に よ り 調 製

し た 用 紙 は 、 同 日 以 後 に お い て も 、 当 分 の 間 、 所 要 の 調 整 を し て 使 用 す る こ

と が で き る 。 

附 則 （ 平 成 三 十 年 九 月 七 日 規 則 第 五 十 五 号 ） 附 則 （ 平 成 三 十 年 九 月 七 日 規 則 第 五 十 五 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 

附 則 （ 平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 八 日 規 則 第 六 十 七 号 ） 附 則 （ 平 成 三 十 年 十 二 月 二 十 八 日 規 則 第 六 十 七 号 ） 

こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 
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附 則 （ 令 和 四 年 二 月 二 十 八 日 規 則 第 八 号 ） 附 則 （ 令 和 四 年 二 月 二 十 八 日 規 則 第 八 号 ） 
こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 こ の 規 則 は 、 令 和 四 年 三 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

別 記 別 記 

第 一 号 様 式 

（ 第 三 条 第 一 項 第 一 号 ） 

第 一 号 様 式 

（ 第 三 条 第 一 項 第 一 号 ） 
全 部 改 正 〔 平 成27 年 規 則88 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成27 年 規 則88 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 二 号 様 式 

（ 第 三 条 第 一 項 第 二 号 ） 

第 二 号 様 式 

（ 第 三 条 第 一 項 第 二 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・26 年48 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・26 年48 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 三 号 様 式 

（ 第 三 条 第 二 項 第 一 号 ） 

第 三 号 様 式 

（ 第 三 条 第 二 項 第 一 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 四 号 様 式 

（ 第 三 条 第 二 項 第 二 号 ） 

第 四 号 様 式 

（ 第 三 条 第 二 項 第 二 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 五 号 様 式 

（ 第 三 条 第 二 項 第 三 号 ） 

第 五 号 様 式 

（ 第 三 条 第 二 項 第 三 号 ） 

全 部 改 正 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 六 号 様 式 

（ 第 三 条 第 三 項 第 一 号 ） 

第 六 号 様 式 

（ 第 三 条 第 三 項 第 一 号 ） 

一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 七 号 様 式 

（ 第 三 条 第 三 項 第 三 号 ） 

第 七 号 様 式 

（ 第 三 条 第 三 項 第 三 号 ） 

一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 八 号 様 式 

（ 第 三 条 第 三 項 第 四 号 ） 

第 八 号 様 式 

（ 第 三 条 第 三 項 第 四 号 ） 

第 九 号 様 式 

（ 第 四 条 第 一 号 イ ） 
第 九 号 様 式 

（ 第 四 条 第 一 号 イ ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・17 年46 号 ・26 年48 号 ・27 年65 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・17 年46 号 ・26 年48 号 ・27 年65 号 〕 

第 十 号 様 式 

（ 第 四 条 第 一 号 ロ ） 

第 十 号 様 式 

（ 第 四 条 第 一 号 ロ ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・17 年46 号 ・26 年48 号 ・27 年65 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・17 年46 号 ・26 年48 号 ・27 年65 号 〕 

第 十 一 号 様 式 

（ 第 四 条 第 二 号 ） 

第 十 一 号 様 式 

（ 第 四 条 第 二 号 ） 
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一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則58 号 ・16 年73 号 ・17 年46 号 ・27 年65 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則58 号 ・16 年73 号 ・17 年46 号 ・27 年65 号 〕 
第 十 二 号 様 式 

（ 第 五 条 第 一 項 ） 

第 十 二 号 様 式 

（ 第 五 条 第 一 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・17 年46 号 ・26 年48 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・17 年46 号 ・26 年48 号 〕 

第 十 三 号 様 式 

（ 第 五 条 第 二 項 ） 

第 十 三 号 様 式 

（ 第 五 条 第 二 項 ） 

一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 十 四 号 様 式 

（ 第 六 条 第 一 項 ） 

第 十 四 号 様 式 

（ 第 六 条 第 一 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 十 四 号 様 式 の 二 

（ 第 六 条 第 二 項 ） 

第 十 四 号 様 式 の 二 

（ 第 六 条 第 二 項 ） 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 

第 十 四 号 様 式 の 三 

（ 第 六 条 第 三 項 ） 

第 十 四 号 様 式 の 三 

（ 第 六 条 第 三 項 ） 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 

第 十 五 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 一 号 ） 

第 十 五 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 一 号 ） 

全 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・18

年93 号 ・19 年26 号 〕 

全 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成16 年 規 則73 号 ・18

年93 号 ・19 年26 号 〕 

第 十 六 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 二 号 ） 

第 十 六 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 二 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 十 七 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 三 号 ） 

第 十 七 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 三 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 十 八 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 四 号 ） 
第 十 八 号 様 式 

（ 第 七 条 第 一 項 第 四 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 十 九 号 様 式 

（ 第 七 条 第 二 項 ） 

第 十 九 号 様 式 

（ 第 七 条 第 二 項 ） 

全 部 改 正 〔 平 成18 年 規 則93 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成19 年 規 則26 号 〕 全 部 改 正 〔 平 成18 年 規 則93 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成19 年 規 則26 号 〕 

第 二 十 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 一 号 ） 

第 二 十 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 一 号 ） 
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一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 
第 二 十 一 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 二 号 ） 

第 二 十 一 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 二 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 二 十 二 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 三 号 ） 

第 二 十 二 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 三 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成13 年 規 則60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 二 十 三 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 四 号 ） 

第 二 十 三 号 様 式 

（ 第 八 条 第 一 項 第 四 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則49 号 ・13 年60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則49 号 ・13 年60 号 ・16 年73 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 二 十 三 号 様 式 の 二 

（ 第 八 条 第 一 項 第 五 号 ） 

第 二 十 三 号 様 式 の 二 

（ 第 八 条 第 一 項 第 五 号 ） 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成30 年 規 則67 号 ・ 令 和 ４

年 ８ 号 〕 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成30 年 規 則67 号 ・ 令 和 ４

年 ８ 号 〕 

第 二 十 四 号 様 式 

（ 第 八 条 第 二 項 第 一 号 ） 

第 二 十 四 号 様 式 

（ 第 八 条 第 二 項 第 一 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則49 号 ・13 年60 号 ・16 年73 号 ・26 年48 号 ・ 令

和 ４ 年 ８ 号 〕 

一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則49 号 ・13 年60 号 ・16 年73 号 ・26 年48 号 ・ 令

和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 二 十 五 号 様 式 

（ 第 八 条 第 二 項 第 二 号 ） 

第 二 十 五 号 様 式 

（ 第 八 条 第 二 項 第 二 号 ） 

一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則49 号 ・13 年60 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 一 部 改 正 〔 平 成 ６ 年 規 則49 号 ・13 年60 号 ・ 令 和 ４ 年 ８ 号 〕 

第 二 十 六 号 様 式 

（ 第 九 条 第 一 項 ） 

第 二 十 六 号 様 式 

（ 第 九 条 第 一 項 ） 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 二 十 七 号 様 式 

（ 第 九 条 第 二 項 ） 

第 二 十 七 号 様 式 

（ 第 九 条 第 二 項 ） 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成27 年 規 則65 号 〕 追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成27 年 規 則65 号 〕 

第 二 十 八 号 様 式 

（ 第 九 条 第 三 項 ） 

第 二 十 八 号 様 式 
（ 第 九 条 第 三 項 ） 

追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成27 年 規 則65 号 〕 追 加 〔 平 成26 年 規 則48 号 〕 、 一 部 改 正 〔 平 成27 年 規 則65 号 〕 

第 二 十 九 号 様 式 

（ 第 十 条 第 一 項 ） 

第 二 十 九 号 様 式 

（ 第 十 条 第 一 項 ） 

追 加 〔 平 成30 年 規 則55 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 追 加 〔 平 成30 年 規 則55 号 〕 、 一 部 改 正 〔 令 和 ４ 年 規 則 ８ 号 〕 

第 三 十 号 様 式 第 三 十 号 様 式 
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（ 第 十 条 第 二 項 ） （ 第 十 条 第 二 項 ） 

追 加 〔 平 成30 年 規 則55 号 〕 追 加 〔 平 成30 年 規 則55 号 〕 

第 三 十 一 号 様 式 

（ 第 十 条 第 三 項 ） 

第 三 十 一 号 様 式 

（ 第 十 条 第 三 項 ） 
追 加 〔 平 成30 年 規 則55 号 〕 追 加 〔 平 成30 年 規 則55 号 〕 

 



 

（改正後） 

第二十九号様式（第十条第一項） 

進学・就職準備給付金申請書 

 

年  月  日   

   健康福祉センター長     様 

 

申請者           住所又は居所         

（進学する者又は就職する者） 氏    名            

 

  進学・就職準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

世 帯 主 の 氏 名  

申 請 者 の 生 年 月 日 年  月  日       

進 学 先 又 は 就 職 先 

（ 大 学 等 名 、 会 社 名 等 ） 
 

進 学後又 は就 職後 の居 住先 

（該当する□にレ印を付けてく

ださい。） 

□ 進学前又は就職前の住居と同じ 

□ 転居により進学前又は就職前と異なる住居に居

住（居住（予定）地を記載してください。） 

〔                    〕 

就職の場合、おおむね６月以上

最低限度の生活を維持するため

に必要な収入を得ることができ

ると見込まれる理由 

 

 添付書類 

  １ 進学・就職準備給付金の振込先（進学する者又は就職する者の口座に限る。）の預金

通帳等の写し（金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できる

もの） 

  ２ 進学の場合にあっては、次に掲げる書類 

   （１）入学手続に着手していることが確認できる次のいずれかの書類 

     ア 入学金を納付したことを証明する書類の写し 

     イ 入学金の延納（進学後に納付することをいう。）を申請した書類の写し 

     ウ 入学金等の納付が不要な場合は、進学先に提出する誓約書又は進学先が発行す

る入学手続が完了したことを証明する書類等の写し 

   （２）進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等 

   （３）その他支給決定に当たり必要な書類 

  ３ 就職の場合にあっては、次に掲げる書類 

（１）就職する見込みであることが確認できる次のいずれかの書類 

     ア 内定通知書、事業主の発行する就職証明書等 

     イ 個人事業主の場合、個人事業の開業届の写し 

ウ その他確実に就職先に就職することを証する書類 

（２）就職に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書の写し等 

（３）その他支給決定に当たり必要な書類 

注 上記２又は３の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格

通知書又は就職先の内定通知書及び賃貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、

後日、入学するまで又は就職するまでに、これらの書類を改めて提出してください。 

 

 

 

 

 

（改正前） 

第二十九号様式（第十条第一項） 

 

進 学 準 備 給 付 金 申 請 書                

 

年  月  日   

 

   健康福祉センター長     様 

 

申請者        住所又は居所            

（大学等に進学する者） 氏    名            

 

  進学準備給付金の支給について、次のとおり関係書類を添えて申請します。 

世 帯 主 の 氏 名  

大学等に進学する者の生年月日 年  月  日       

進 学 先 学 校 名  

進学後の居住先（該当する□に 

レ印を付けてください。） 

□ 大学等進学前の住居と同じ 

□ 転居により大学等進学前と異なる住居に居住

（居住（予定）地を記載してください。） 

〔居住（予定）地
             〕 

 添付書類 

  １ 入学手続に着手していることが確認できる次のいずれかの書類 

   (１) 入学金を納付したことを証明する書類の写し 

   (２) 入学金の延納（進学後に納付することをいう。）を申請した書類の写し 

   (３) 入学金等の納付が不要な場合は、進学先に提出する誓約書又は進学先が発行

する入学手続が完了したことを証明する書類等の写し 

  ２ 進学に伴い転居する場合は、新たに居住する住居の賃貸借契約書等の写し 

  ３ その他支給決定に当たり必要な書類 

  ４ 進学準備給付金の振込先（大学等に進学する者の口座に限る。）の預金通帳等の

写し（金融機関名、支店名、預金種別、口座番号及び口座名義人が確認できるも

の） 

 注 上記の書類を申請時に準備できない場合については、進学する学校の合格通知書又

は賃貸借契約時の見積書の写し等を添付した上で、後日、大学等に入学するまでに、

これらの書類を改めて提出してください。 

 
 



 

（改正後） 

第三十号様式（第十条第二項） 

進学・就職準備給付金支給決定通知書 

第    号   

年  月  日   

 

         様 

 

健康福祉センター長        □印    

 

      年  月  日付けで申請のありました生活保護法による進学・就職準備給

付金の支給を、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 支給額 

             円 

 ２ 進学・就職準備給付金の支給年月日 

       年   月   日 

 ３ その他 

 

 

 注 進学・就職準備給付金は、所得税及び個人住民税は課されず、また、国税及び地方

税の滞納処分による差押えは禁止されています。 

 備考 この通知書の末尾に就労自立給付金支給決定通知書（別記第27号様式）と同じ教

示文を付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改正前） 

第三十号様式（第十条第二項） 

 

進学準備給付金支給決定通知書                

第    号   

年  月  日   

 

         様 

 

健康福祉センター長        □印    

 

      年  月  日付けで申請のありました生活保護法による進学準備給付金の

支給を、下記のとおり決定しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 支給額 

             円 

 ２ 進学準備給付金の支給年月日 

       年   月   日 

 ３ その他 

 

 

 注 進学準備給付金は、所得税及び個人住民税は課されず、また、国税及び地方税の滞

納処分による差押えは禁止されています。 

 備考 この通知書の末尾に就労自立給付金支給決定通知書（別記第27号様式）と同じ教

示文を付すること。 

 



 

（改正後） 

第三十一号様式（第十条第三項） 

進学・就職準備給付金支給申請却下通知書 

第    号   

年  月  日   

 

         様 

 

健康福祉センター長        □印    

 

      年  月  日付けで申請のありました生活保護法による進学・就職準備給

付金の支給については、下記の理由により申請を却下しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 却下の理由 

 

 ２ その他 

 

 

 備考 この通知書の末尾に就労自立給付金支給申請却下通知書（別記第28号様式）と同

じ教示文を付すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（改正前） 

第三十一号様式（第十条第三項） 

 

進学準備給付金支給申請却下通知書 

第    号   

年  月  日   

 

         様 

 

健康福祉センター長        □印    

 

      年  月  日付けで申請のありました生活保護法による進学準備給付金の

支給については、下記の理由により申請を却下しましたので通知します。 

 

記 

 

 １ 却下の理由 

 

 ２ その他 

 

 

 備考 この通知書の末尾に就労自立給付金支給申請却下通知書（別記第28号様式）と同

じ教示文を付すること。 

 

 


